
『
礼
記
』

に
み

ら
れ

る
数

表
現

に

つ
い
て

高

田

克

巳

「
規
矩
」
の
実
体
は
古
代
思
想
を
背
面
に
も

つ
技
術

で
あ
る
。

「
規
矩
」
を
考
え
、
そ
の
形
成
の
方
法
に
お

い
て
数

(術
)
が
駆
使
さ
れ
た
文
化

の
背
景
に
、
礼

の
社

会
が
存
在
し
て
い
る
。

い
つ
の
世
に
も
、
社
会
的
思
潮
の
影
響
が
、
そ
の
時
代
と
し
て
の
文
化
財

の
様
式
を
揺
り
動
か
す
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

こ
れ
が
古
代
の
営
造
の
規
画
に
、
ど

の
よ
う
に
具
体
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
礼

の
社
会

に
あ

っ
て
は
、
ど
の
よ
う
な
状
態

の
も
と

で
営
造
の
法
式

(規
矩
)
が
要
請
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
、
こ
れ
を
知
る
こ
と
は
同
時
に
営
造
物

(
器
)
の
規
画
に
、
算
法
を
と
り
入
れ
た
技
術
文
化

の
立
脚
点
を
も
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
れ
ら
を
究
明
す
る
段
階
に
は
、
ま
ず
古
経
に
あ
ら
わ
れ
た
形
象
に
関
わ
る
度
数

(法
数
)
の
象
徴
性
と
表
現
の
役
割
と
を
検
討
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
は
主
と
し
て

『
礼
記
』
に
記
載
さ
れ
た
も

の
か
ら
と
り
あ
げ
る
。
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一

『
礼
記
』
は
普
通
に
、
四
十
九
篇
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
前
漢
の
宣
帝

の
こ
ろ
戴
聖

(小
戴
)

の
編
と
さ
れ
、
そ
し
て
戴
徳

(大
戴
)
は
、

『
大
戴
礼
記
』
を
編
纂①

し
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に

つ
い
て

「
礼
記
及
び
大
戴
礼
記

の
編
纂
時
代
に

つ
い
て
」

の
津
田
左
右
吉
博
士
の
研
究
が
あ
る
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
前
漢
末
か
ら
後
漢

の
初
め
に
か
け
て
、
礼
記
と
称
え
ら
れ
た
も
の
の
百

三
十

一
篇

の
叢
書

(漢
書
芸
文
志
)
の
う
ち
か
ら
重
要
な
も
の
だ
け
を
撰
び
と

っ
て
、
後
漢
の
中
ご
ろ
に
四
十
九
篇
に
編
纂
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
後

に
ま
た
残
余
を
輯
め
て
、

そ
れ
が

「
大
戴
礼
記
」
と
称
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
し
、
そ
の
中

に
は
百

三
十

一
篇
外

の
も
の
も
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

『
礼
記
』
に
み
ら
れ
る
数
表
現
に
つ
い
て

鰯



『礼
記
』
に
み
ら
れ
る
数
表
現
に
つ
い
て

『
礼
記
』
の
各
篇

に
は
、
各
種
の
礼
に
つ
い
て
必
ず

そ
の
本
義
を
述

べ
て
、
規
定
さ
れ
た
法
式
が
た
だ
い
た
ず
ら
に
で
き
た
も
の
で
は
な
く
、
根
本
的
な
原
理

の
も
と

に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
く
り
返
し
載
せ
て
い
る
。
そ
の
根
源
に

つ
い
て

「
礼
運
」
の

一
篇
か
ら
あ
げ
る
と
、
ま
ず

そ
れ
礼
は
先
王
以

っ
て
天
の
道
を
承
け
、
以

っ
て
人
の
情
を
治
む
、
故
に
こ
れ
を
失
う
者
は
死
し
、

こ
れ
を
得
る
者
は
生
く
、
云
云
、
こ
の
故
に
そ
の
礼
は
必
ず
天

に
本
づ
き
、
地
に
毅

(な
ら
)
い
、
鬼
神
に
列
し
、
云
云
、
故
に
聖
人
礼
を
以

っ
て
こ
れ
に
示
す
、
故
に
天
下
国
家
得
て
正
し
く
す
べ
き
な
り

と
あ

っ
て
、
人
倫
は
儀
礼

に
は
じ
ま
り
、
そ
の
礼
は
天
の
道
を
承
け
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
る
も

の
と
し
て
、
は
な
は
だ
厳
し
い
教
え
に
な

っ
て
い
る
。

ま
た
人
間
は
、
天
地
生
成
の
徳
に
感
じ
、
陰
陽
の
二
気
が
相
交

っ
て
、
形
体

(鬼
)
と
精
神

(神
)
の
会
合
に
よ
り
生
じ
て
き
た
も
の
と
し
、
そ
れ
は
五
行
の
も

っ
と

も
秀
い
で
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て

故
に
人
は
、
そ
れ
天
地
の
徳
、
陰
陽
の
交
、
鬼
神

の
会
、
五
行
の
秀
気
な
り

と
す
る
。
五
行
の
動
き
が
万
物
に
作
用
し
つ
く
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
諸
物
構
造
の
原
理
や
そ
の
法
式
は
、
す

べ
て
こ
れ
に
従

っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
た
が

っ

て
自
然
の
法
則
で
あ
る
天
象

に
も
相
関
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
日
月
星
辰
の
運
行
や
四
季

の
巡
還
な
ど
も
、
礼

の
法
式

に
と

っ
て
時
間
的
な
要
素
と
な

っ
た
り
、
方
位
地

形
な
ど
空
間
的
な
要
素
と
な

っ
て
い
る
。
す
べ
て
は
天
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
て
、
そ
こ
で
礼
の
表
現
に
は
、
抽
象
的
な
形
や
数
で
も

っ
て
そ
れ
を
象
徴
し
、
形
式

を
生
み
だ
す
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は

故
に
天
、
陽
を
乗

(
と
)
り

て
日
星
を
垂
れ

(
天
は
陽
気
に
生
じ
下
に
照
臨
す
る
)
地
、
陰
を
乗
り
て
山
川
に
籔

(け
う
i
孔
穴
)
す
、
五
行
を
四
時
に
播

(し
)

き
、
和
し
て
后

(
の
ち
)
に
月
生
ず
、

こ
こ
を
も

っ
て
三
五
に
し
て
盈
ち
、
三
五
に
し
て
閾

(
か
)
く
、

(
五
行
を
四
時
に
と

っ
て
三
五
、
す
な
わ
ち
十
五
日
を
も

っ
て
月
の
盈
閾
に
あ
て
、

一
年
四
季
に
わ
た
る
こ
と
)
五
行
の
動
は
迭

(た
が
い
)

に
相
端

(
つ
く
)
す
な
り
、
五
行
四
時
十
二
月
還
り
て
本
を
相
為
す
な
り
、
五

声
六
律
十

二
管
還
り
て
宮
を
相
為
す
な
り
、
五
味
六
和
十

二
食
還
り
て
質

(も
と
)
を
相
為
す
な
り
、
五
色
六
章
十

二
衣
還
り
て
質
を
相
為
す
な
り

に
み
ら
れ
る
。
占
代
人
の
神
聖
観
念
と
自
然

の
法
則
が
合
致
し
た
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
天
の
道
で
あ
る
。

ま
た
形

(体
)
神

(
心
)
会
合
の
秀
な
る
人
間
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
然
に
も

つ
精
神

(道
徳
)

の
利
器
と
な
る
も
の
は
儀
礼

で
あ
る
。
儀
礼
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
天
の

道

に
従
が
う
と
は
い
え
な
い
。
故
に
礼
は
器
で
あ
る
と
の
意
味
か
ら

「
礼
器
」

の
篇
が
説
か
れ
て
い
る
。

礼

器
そ
の
も
の
は
、
祭
杞
を
は
じ
め
生
活
の
上
に
お
い
て
も
格
式
の
あ
る
用
器
を
指
し
て
い
て
、
そ
れ
は
礼

の
規
に
則

っ
て
い
る
器
、
す
な
わ
ち
礼
的
意
匠

(法
象
)
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を
具

え
た
制
式

の
器
や
営

造
物

の
は
ず

で
あ

る
。

礼
規

に

よ

っ
た
楽

舞
を

礼
楽

と
称

え
る

の
と
同
様

で

あ
る
。

営

造
物
と

し
て

の
器

型

の
寸

法
数
値

に
は
、

い
わ
ゆ

る
度

(名

)
数
が

当

て
ら
れ

て
い
る
。

ま
た
諸

儀

の
席

上

に
用

い
る
個
数

に
も
礼
規

が
あ

る
。
例

え
ば

五
杞

、

三

五

、
を

五
、
四
時

、
十

二
月
、

五
声
、
六

律
、
十

二
管

…
…
な

ど

の
数

で
あ

る
。

後
世

に
は
礼
規

の
因

襲

か
ら
営

造
物

や
工
芸

品
に
あ

っ
て
は
、
総
体

や

そ

の
分
節

素
材

の
寸

法
な

ど

に
も

あ
ら
わ

れ
て

い
る
。

礼

説
と

し

て

「
左
伝

昭
公

二
十

五
年
」

の
条

に
は
、

子
産

の
言
と
し

て

そ
れ
礼

は
天

の
経

な
り
、

地
の
義
な

り
、
民

の
行

(み
ち
)

な
り
、

天
地

の
経

に
し
て
民
実

に

こ

れ
に
則

と

る
、
云

云

と
あ

っ
て
、

以
ド

に
六
気
、

五
行
、

五
味
、

五
色
、

五
声

、

六
畜
、

五
性
、

三
犠
、

九
文
、

七
采
、

五
章

、
九

歌
、

八
風
、

七
音
、

六
律

の
数
を
あ
げ

て

以

っ
て
天

の
明
に
象
り

、
政
事

、
用
力

、
行

務
を
為

し
、
以

っ
て
四
時

に
従

い
云
云

と
あ

る
。

つ
ま
り
礼
規

の
度
数

、
形

(型
)

式
、
作
用

な

ど

は
、
天

地
自
然

の
法
則

型
式

に
基
礎
が

あ

っ
て
、

そ
れ

に
法

と
る

こ
と

を
言

っ
て

い
る
。

さ
ら

に

「
礼

運
」

に
は

天
地
を
も

っ
て
本

と
為
す

故

に
物

挙
ぐ

べ
き

な
り

、

陰
陽

を
も

っ
て
端

と
為

す
故

に
情

賭

(み

)

る

べ
き

な
り
、

四
時

を
も

っ
て
柄

と
為
す
故

に
事
勧

む

べ
き

な

り
、

日
星
も

っ
て
紀

と
為

す
故

に
事

列
す

べ
き
な

り

(事

は
日

星
の
候

と
な
る

次
第

で
興
作
す

る

)

月
も

っ
て
量

と
為
す
故

に
功
芸

あ
る
な
り

、
云

云

そ
れ
礼

は
必
ず
天

に
本
づ

き
動

き
て
地

に
ゆ
き

(
地

に
法

と
り
)
列

し

て
事

に
ゆ
き

(
五
杞

に
法

と
る
、
事

の
本
つ

く

の
は
五
杞
)
変

じ

て
時

に
従

い

(
四
時

に
法

と

る
)

分
芸

に
協
う

(
月

の
分
に
合
う

の
が
礼

)

と

あ

る
。

こ
の
よ
う

に
し
て
人

間
生
活

の

一
切
の
と
り
決

め
も
礼

規

に
し

た

が
う

の
で
あ
る
。

そ

こ
に
礼

(法
)

と
し

て
整
え
ら

れ
、
社
会

は
秩
序
づ

け

ら
れ

な
け

れ
ば

な

ら

な
い
と
す

る
。
し

た
が

っ
て
物
事

の
序
と

し

て
、
範

は
祭
杞

(
五
杞
)

の
礼

を
標
準

に

し
て
為

さ

れ
る

の
で
あ
る
。

月

以
為

量
故
功
有

芸
也

と
か
、
変

而
従
時

協
分

芸

の
語

は
、
鄭
玄

の
注

に
よ

れ
ば
、
入
間

の
才
能

(芸
)
も

、

そ
の
特
有

特
意

な
と

こ
ろ
に
し

た
が

っ
て
、
季
節

(四

②

時

分
)
ご

と

の
礼

に
応

じ
て
、

そ

の
技

を
生
か
す

こ
と

を

言

う

の
だ

と
し

て
い
る
。

こ
れ
は
当
然

に
営

造
の
法
式

を
も
含

め

て

い
る

と
み
ら
れ

る
。

さ

て
ま

た

「
礼

器
」

篇

に
は
、

権
力

、
地
位
階

級

の
別

に

よ

っ
て
、

そ
れ

に
相

当
す

る
礼
規

の
度

数

が
あ
る

こ
と
を
あ

げ

て
い
る
。
す

な
わ
ち
多

を
も

っ
て
貴

と
な
す

者
、

少
を
も

っ
て
貴
と
な
す

者
、
大

を
も

っ
て
…
少

(小

)

を
も

っ
て
…
高

を
も

っ
て
…
下
を
も

っ
て

…
文

を
も

っ
て
…
素

を
も

っ
て
貴

と
為
す
者

と
、

八
者
を

挙
げ

て

『礼
記
』
に
み
ら
れ
る
数
表
現
に
つ
い
て
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『礼
記
』
に
み
ら
れ
る
数
表
現
に
つ
い
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
礼
規
に
従
が

っ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
従
が
わ
な
い
か
に
よ

っ
て
、
人
物
や
事
物
の
格
差
が
見
わ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

内
に
節
な
き
も

の
は
、
物
を
観
て
こ
れ
を
察
せ
ず
、
物
を
察
せ
ん
と
欲
し
て
礼
に
由
ら
ざ
れ
ば
こ
れ
を
得
ず
、
故
に
事

を
作

(な
)
す
こ
と
礼
を
も

っ
て
せ
ざ
れ
ば

こ
れ
を
敬
せ
ず
、
言
を
出
す
こ
と
礼
を
も

っ
て
せ
ざ
れ
ば
こ
れ
を
信
ぜ
ず
、
故
に
日
く
礼
と
は
物
の
致
な
り

と
あ

っ
て
、

礼
規
を
具
え
て
い
な
い
物
や
、

礼
の
義
を

つ
く
さ
な
い
事
、

あ
る
い
は
そ
の
言
辞
な
ど
に
は
尊
敬
の
要
は
な
い
の
だ
と
し
た
。

し
た
が

っ
て
礼
器
の
類
に

③

は
、
、禺
意
的
な
象
徴
で
あ
る
法
象
が
、
形
に
表
わ
さ
れ
る
こ
と
が
緊
要
な
の
で
あ
る
。

も

っ
と
も

「
曲
礼
」
篇
に
は

礼
は
庶
人
に
下
ら
ず
、
刑
は
大
夫
に
上
ら
ず

と
あ
る
。
礼
は
権
力
階
級
も
し
く
は
知
識
社
会
の
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
礼
は
民
俗
の
原
始
的
習
俗
そ
の
も
の
の
発
展
で
あ

っ
て
、
あ
な
が
ち
庶
民
の
生
活
と
は
連
関

が
な
い
と
す
る
こ
と
で
は
な
㌔

た
だ
当
時
の
実
際
生
活
を
反
映
し
て
い
て
・
庶
入
と
士
大
夫
の
生
活
文
化

の
隔
た
り

の
状
態
を
・
記
録
し
た
の
で
あ

っ
て
・
後
代

に
庶

人
の
生
活
が
向
上
す
れ
ば

そ
こ
で
変
化
を
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

『
礼
記
』
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
度

(名
)
数
に
つ
い
て
こ
こ
に
抽
出
す
れ
ば
、

に
分
け
て
掲
け
た
が
、
項
に
は
各
篇
中
の
代
表
的
な
数
詞
を
も

っ
て
し
た
。

四
十
九
篇
の
中
か
ら
ま
ず
主
と
し
て
十
九
篇
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
を

三
十

一
項

篇

名

禮

運

項

引

用

甑
口口

句

21

五 是 播 五

行 以 五 行

四 三 行 之

時 五 於 秀

十 而 四 気

二 盈 時 也

月 三 和

還 五 而

相 而 后

為 閾 月
、

本 生

也

、

也

、

象

徴

数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

五
行

四
時
五
行

三

五

四
時
五
行

十
二

解

猛
ロロ

 

一
は

水

、

二
は

火

、

三

は

木

、

四

は

金

、

五
は

土

、

三
五
は
十
五
に
と
る
、
五
行
の
動
は
三
十
と
な
り
、

ま
た
十
二
月
に
し
て
本
に
還
る
。
例
え
ば
十
二
管
、
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禮

器

郊

特

性

内

則

「
禮

器

五五五

3

以

4

天天六
、

夫五三

5

天五

6

天侯

7

天物
、

8

大左五

9

射方

10

一

人 大 達 夫 八 子 九 子 尺 子 重 牢 六 諸 子 子 四 色 味 声
、 、 、 、

以 夫 右 七 蝸 大 上 之 士 之 大 天 諸 侯 之 七 時 六 六 六

桑 於 達 十 以 蜷 大 冤 三 堂 夫 子 侯 十 豆 廟 為 章 和 律
、

弧 閣 五 而 記 八 夫 朱 尺 九 再 之 七 有 二 諸 柄 十 十 十
、 、 、 、

蓬 三 有 四 歳 七 緑

矢 士 公 閣 方 十 下 藻

六 於 侯
、

射 培 伯 天

天 一 於 子

地 房 之

四 中 閣
、

二 大 十

月 夫 有

合 五 二

聚 士14
、

萬 三 諸
、

尺 重 席 介 二 十 侯
、 、 、

諸 士 五 七 上 有 五

侯 不 重 牢 大 六 大
、 、 、

七 重 諸 大 夫 諸 夫
、

尺 侯 夫 八 公 三
、 、

大 之 五 下 十 士

夫 席 介 大 有 一
、

衣 食 管
ヘロ ヘロ ヨ　ロ
迷 遅 迷

相 相 相

為 為 為

質 質 宮

也 也 也
、 、 、

 

献

質

、

三

献

文

、

五

献

察
、
七

献

『礼
記
』

に
み
ら
れ
る
数
表
現
に
つ
い
て

一
再
重

、

五
声
六
律

五
味
六
和

五
色
六
章

四
時

三

五

七
廟

三
重

十 十 十

 

二
十
六

十
六

八

十
二

六
、
七
介
七
牢

五
介
五
牢

五
重

三
尺

五
尺

七
尺

九
尺

三

五

ヒ

四
方

し

五

、

丘

、

五

。

四'

方

矢
六

 

一
献

三

、

五

、

ヒ

八 八卜 九

十
二

十
二

十

二
食
十
二
衣
も
す
べ
て
同
じ
。

四
季
、
四
節
、
四
気
、
春

夏

秋

バ
冬

廟
は
天
子
か
ら
士
ま
で
、
七
、
五
、
三
、

一
の
順

数
、
豆
は
二
十
六
、
十
六
、
十

二
、
八
、
六
、
食

物
を
盛
る
器

介
は
副
、
牢
は
牲
、

天
子
袷
祭
の
時
は
其
席
を
五
重
、
諸
侯
相
朝
の
と

き
三
重
、
大
夫
聰
礼
の
時
は
其

の
席

二
重
を
用
う
。

冤
は
大
夫
以
上
の
冠
、
躁
と
藻
は
同
じ
、
冠
の
ふ

さ
、
天

の
大
数
は
十

二
、

十
二
月
に
万
物
の
神
を
合
祭
す
る
に
主
な
八
神
、

天
子
は
四
方

の
諸
侯

に
蟷
祭
行
わ
せ
て
、
そ
れ
に

因

っ
て
四
方

の
豊
凶
を
記
す
。

閣
は
板
で
造

っ
た
棚
、
坊
は
土
で
造

っ
た
杯
を
置

く
具

桑
で
作

っ
た
弓
、
よ
も
ぎ
の
矢
、
天
地
四
方
を
射

る
の
は
其
の
遠
大
に
事
あ
る
を
期
す
る
た
め
、

群
小
杞
を
祭
る
は
質
略
、
社
櫻
五
杞
を
禅
る
は
文
、
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雑

記

上

雑

記

下

喪

大

記

孔
子
間
居

中

庸

奔

喪

投

壺

聴王

Z4 13 1211

此 三 大 大 君 寸 博 圭 公 神

之 王 棺 夫 大 半 三 公 七

謂 之 六 大 棺 玉 寸 九 踊

三 徳 寸 棺 八 也 厚 寸 大
、 、

無 参 属 八 寸 藻 半 侯 夫

私 於 四 寸 属 三 寸 伯 五
i

天 寸 属 六 采 刻 七 踊
、 、

地 士 六 寸 六 上 寸 士
、

棺 寸 稗 等 左 子 三
、

六 下 四 右 男 踊
、

寸 大 寸 各 五

夫 上 各 寸

ヨ

礼
記
0

に

う

れ
る
数
表
現
に
つ
い
て

制

19

天

子

七

廟

昭

穆

義

18 171615

上 脩 扶 篶 士 実 所 天

公 五 算 室 三 天 以 下

七 寸 長 中

介 口 尺 五

侯 径 二 扶
、

伯 二 寸 堂

五 寸 壺 上

介 半 頚 七
、

子 容 脩 扶

男 斗 七 庭

三 五 寸 中

介 升 腹 九
、 、

子 行 之

九 之 達

諸 者 道

侯 三 五
、 、

宣

卿

大

夫

真

三
踊

五

七

五
寸

七

三
寸

半
寸

三
采

六
等

四
寸

六

八

六
寸

八

四
寸

六

参三
無
私

五

九

実
五

七

九

五
扶
、
七

九

七
寸

五
寸
五
升

三
介

五

七

三
昭
三
穆

七
廟

寸
半

十
二
寸

二
寸
半

吾

望
山
川
を
祭
る
は
察

先
考
の
廟
を
禅
る
は
漣

五
日
の
積
に
し
て
、
大
敏
ま
で
七
回
踊
る
礼
、

玉
圭
の
長
さ
、
子
男
は
壁
を
と
る
筈
、
記
録
の
矢
、

大
棺
最
外
、
属
は
中
(大
棺

の
内
)
、
稗
は
属
の
内
、

禺

・
湯

・
文

王
、

の

そ

の
徳

と

天

地

を
参

、

「

天

・
地

・
日
月

の

三

つ
に

は

私

し

て
不

公
平

が

な

い

こ
と

一

君

臣

、
父

子
、

夫

婦

、

昆

弟

、
朋

友

の

五

、

「

知

、

仁

、

勇

の

三
、

㎜

君

喪

を

臣

が

聞

き

悲

し

み

な
げ

く

礼

を

実

と

い
う

、

一㎜

扶
は
に
ぎ
る
四
指
の
広
さ

}}

上
公
親
ら
行
く
と
き
は
介
九
人
、
諸
侯
の
卿
は
礼
㍉
一

君
よ
り
下
る
こ
と
二
等
、
故
に
七
介
と
す
る
、
侯

伯
以
下
準
ず
る
。

}

昭

・
穆
は
宗
廟
配
列
の
順
序
、
第

二
世
の
租
を
昭
、

一
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士 大 諸

夫 侯

一 三 五

廟 廟 廟

昭 昭

穆 穆

 

20

天

子

七

五

日

而

人

三

日

21

司

徒

脩

政

日

而

積
、
七

月

而

殖
、
五

月

而

葬
、
大

而

踏

三

月

而

葬

、

六

礼
、

明

七

教

、
夫 葬
● 、

士 諸

庶 侯

 

斉

八

242322

六 建 凡 里 百 天 諸 王

百 十 百 四

十 五 里 海

国 十 之 之

里 国 内

之 三 九

国 十 州

百 七 州

有 十 方

二 里 千

十 之 里

凡 国 州

里 子 侯 者

之 之 之
、

伯 田 制

七 方 緑

+千 畷

黒 黒

凡 凡

子 公 五 五

男 侯 等 等

五 田

十 方

廟 昭 ニ
ー 昭

穆 二
穆

廟 五
廟

 

七
日
七
月

五
日
五
月

三
日
三
月

六
礼ヒ

教八
政

五
等

五
等

五
十
里
、
ヒ
十
里

四
海

方方
百千
里里

 

方
千
里

百
里

三
十

六
十
、
七
十
里

五
十
里

百
二
十

二
百
十
国

第
三
世
を
穆
と
し
、
第
三
、
第
四
世
と
順
次
配
列

す
る
。

己
よ
り
七
世
の
祖
以

園

屋
二
旦

圃
=
囮

…
穆
廟

上
と
太
祖
と
の
間
の

八
人
は
爽
室
に
合
杞

一園

一

す
る
。

輿
屋
二
ご
=
四

氏

丁

昭
廟

士
は
寝
に
祭
る
、

積
は
カ
リ

モ
ガ
リ
、
死
者
を
棺
に
お
さ
め
て
祭
る
、

後
に
葬
送
、

冠

・
昏

・
喪

・
祭

・
卿

・
相

見

父

子

・
兄
弟

・
夫

婦

・
君

臣

・
長

幼

・
朋

友

・賓

・
客

飲

食

・
衣

服

・
事

為

・
異

別

・
度

・
量

・
数

・
制

公

・
侯

・
伯

・
子

・
男

爵

、

上
大

夫

卿

・
下

大

夫

・
上

士

・
中

士

・
下

士

方

千

、

百

、

七
十

、

五
十

里

の

順

、

方
は
千
、
百
、
七
卜
、
五
十
里
の
順
、

国
数
は
三
十
、
六
十
、
百
ニ
レ

で
各
倍
数
関
係

図
上
配
分
の
法
に
よ
る

一75一

『礼
記
』
に
み
ら
れ
る
数
表
現
に

つ
い
て



曲

禮

『礼
記
』
に
み
ら
れ
る
数
表
現
に
つ
い
て

2625

八 天 国 十 天

十 子 六 里 子

一 三 十 之 之

元 公 有 国 県

士 九 三 二 内

卿 凡 十 方

三 九 有 百

十 十 一 里
、

七 三 五 之

大 国 十 国

夫 里 九
、 、

之 七

27

天 天 天 天

子 子 子 子

之 之 之 建

六 六 五 天

 

月

令

一
28

孟

春

数

八

仲

春

季

春

官
、
先

官府工

典 典 典 六

大
、
典

司

五

司

六

制

六

材 職 衆 司

六

..

 

之

月
、
其

音

角
、
律

中

大

籏
、
其

之

月

、

之

月

、

爽

鍾

〃

)

姑

洗

〃

)

孟
夏
之
月
、
其
音
徴
、
律
中
中
呂
、
其
数
七

仲
夏
之
月
、

〃

藍
賓

ノ

三
公

七
十
里

九

五
十
里

六
大

六
典

五
官
五
衆

六
職

六
材r 七

八

九
卿

百
里

二
十

一

六
十
三

九
十
三

二
十
七

八
十

一

方
は
百
、
七
十
、
五
十
里
の
順
、

国
数
は
規
矩
図
形
上
の
配
分
の
序
に
し
た
が

っ
て

い
る
。

三
公
は
周
で
は
太
師

・
太
傳

・
太
保

(元

・
明

・

清
こ
れ
を
倣
う
)

前
漢
で
は
丞
相

・
太
尉

・
御
史
大
夫
、
後
に

大
司
徒

・
大
司
馬

・
大
司
空
と
改
め
る
、

九
卿
は
九
人
の
長
官

・
周
で
は
三
孤
六
卿
を
い
う
、

大
夫
、
元
士
は
そ
の
下
に
つ
き
各
そ
の
倍
数

を
も
つ
、

大
宰

・
大
宗

・
大
史

・
大
祝

・
大
士

・
大
卜
、

六
事
の
法
制

司
徒

・
司
馬

・
司
空

・
司
士

・
司
憲
、
五
衆
は
五

官
属
吏
の
衆

司
土

・
司
木

・
司
水

・
司
草

・
司
器

・
司
貨
、
六

職
は
六
物
の
税
を
藏
す
る
を
主
る
。

六
工
は
土
工

・
金
工

・
石
工

・
木
工

・
獣
工

・
草

工

六
工
の
用
う
る
材
は
六
材
、

(た
い
そ
う
)
数
は
天
地
五
行
、
生
数
に
五
を
加

え
て
成
数
と
す
、
木
の
生
数
三
、
成
数
八
、
日
夜

分
し
き
と
き
、
度
量
衡
石
斗
角
権
概
を
正
し
く
す

る
。
こ
の
月
工
師
に
命
じ
、
百
工
に
命
す
、
五
庫

の
量
を
良
く
す
る
、

火
の
生
数
二
、
成
数
七

(す
い
ひ
ん
)
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學

記

楽

記

季

夏

之
月

、

〃

中

央

土

、

其

音

宮

、

孟

秋

之

月

、

其

音

商

、

仲

秋

之

月

、

グ

季

秋

月

、

グ

孟

冬

之

月

、

其

音

羽
、

林
鏡

律
中
黄
鐘
之
宮
、

師

無

当

於

丘

取

五

服

不

得

不

3J3029

学 水 鼓 九 ヒ 五 三 一 四 道 季 仲
二匁 久ヘ へ

無 無 無 年 年 年 年 年 暢 五 之 之
月 月

当 当 当 知 視 視 視 視 交 常"

於 於 於 類 論 博 敬 離 於 之

五 五 五 通 学 習 業 経 中 行 ク ク

官 色 声 達 取 親 楽 辮'"i大 黄

五 五 五 友 師 翠 志 呂 鐘

官 色 声

弗 弗 弗
、グ,ク

得 得 得

不 不 不

律
中
夷
則
、

南
呂

無
射

律
中
応
鐘
、

`
4

其
数
五

其
数
九クグ

其
数
六

}親 治 章 和

一
年

三
年

五

 

五
常

四
暢五

年
五 五 五 五
服 官 色 声

グ
一f畠グ

ノ ＼

七七
年

ク グ 九

 

九
年

土

は

生

数

五

、

成

数

は

十

金

の

生

数

は

四

、

成

数

九

日
夜

分

し

き

と

き

、

度

量

、

権

衡

、

鉤

石

・
斗

前

の
検

点

を

す

る

。

へ
む

え

き

)

水

の
生

数

一
、

成

数

は

六

、

こ

の
月

工
師

に
命

じ

て

功

を

効

す

。

仁

、

義

、

礼

、

智

、

信

の

五
達

道

天

地

人

心

の

和

経

書

の

句

読

を

別

つ
、

学
業

を
敬

し

、

朋

友

と

楽

し

む

、

博

く

習

い
師

に

親

し

む

、

学

を

論

ず

る

に

い

た

る

、

凡

て

の
事

類

の

理

に

通

達

す

る
、

五
音

に
同

じ
く

、
角

、

徴

、

宮

、

商

、

羽
、

青

、

黄

、

赤

、

白

、

黒

、

身

、

口
、

耳

、

目

、

心

(
ま

た

形

体

、

舌

、

耳

、

目

、
鼻

)

五
等

の
喪

服

へ
別

に

天

子

、

諸

侯

、

卿

、

大

夫

、

士

の

制

服

)

以

上
を
、

さ
ら

に
近
似

の
数
序

を
も

つ
も

の
か
ら

項
別

に
と

っ
て
、

『
礼
記
』
に
み
ら
れ
る
数
表
現
に
つ
い
て

集
約
し

て
表
示
す
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

一77一
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篇

　

1禮 器

第

欄

雑記上

雑記下

喪

壺

義

制

奔

投

聰

王

學 記

項

牢

廟

介

席

堂

寛

献

踊

圭

4

5

a

色

工

2
.

1

1

1
1

16.実

17.扶

18.介

19.廟

20.磧 、葬 、日

月

123 .田 、 方 里

24.州 国 方 里

25.県 国 方 里

30.年

豆

象 徴

1211109876

数

54321
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参
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五(達 道)三(行)

八(政)七(数)六(礼)

五五

九(卿)三(公)

備 考

主 として奇数序列
の欄(1)

厚半寸、剣上寸半、

口径二寸半、容斗
五升、

(4と 重複)

裏響111}21・

募羊鋼93
主として偶数序列
の欄(2)

以下主として列序
のない単独数の欄
(3)

大夫七十

二十七大夫
八十一元士
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ー
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月
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學

一
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(同
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欄
)

一

『礼
記
』
に
み
ら
れ
る
数
表
現
に
っ
い
て

箪

一
欄
は

主
と

し

て
、
奇

数
序

列

の
九

ヒ
E

三

一
の
配
列

を
も

つ
も

の
か
ら
集

め

た
。

(
八
篇

十

五
項

)

『
尚
書
』

に

は
、

こ
の
よ
う

な
数
序

の
形
式
が

見
え
な

い
。

『
礼
記
』

で
あ

る

た
め
に
儀
礼

的

な
表
現

に
、

こ
の
よ
う

な
形
式

が
多
く
見

ら

れ
る
も

の
と
思
わ

れ
る
。

『
易
経
』

「
繋

辞

上
伝
」

に
.小
す

よ
う

に
、

こ
の
数
序

は
奇
数

で
あ

る
か
ら
、

陽

数

で
、
す

な
わ
ち

天
数

に
相
当
す

る
。
し
か

し
十

二
数
が

古
く
天

数
と

さ
れ

⑤

た
。

(天

子

の
聖

数

に
当

て
ら

れ

て
い
た
、

秦

始
皇

は
と
く

に
用

い
た
)

こ

の

数
が
用

い
ら

れ
る

と
き
は
、

九
数
を

公
侯

に
あ

て
、
以

下
階

級
別

に
数

次
を

下

に
す

る
。

「
王
制
」

篇

の
中

に
み
え

る
百
、

七
十

、

五
十

(方

里
)

の
例

で
は
、

平
面

形

規

矩
画

図

の

配
分
数

に
な

っ
て

い
て
、

十
位
を

と

る
。

(最
高

は
九
十

で
は
な

く
百
)

ま

た

「
学

記
」

に
み
え
る
年
令

配
分

は
、

人
の
成
長

経
験

で
大

概

に
定

め
ら
れ

た
数

序

で
あ
る
が
、

明
ら
か

に
象
徴
数

で
表

わ
し

て

い
る
。

第

二
欄

は
主

と

し

て
偶
数
序

列

で
あ

る
が
、

こ

こ
で
は

二
項

に
過
ぎ

な

い
。

偶
数

は
陰
数

で
地

数
に
当

た
る
。
土
陶

製

の
器
に
、
あ

る

い
は
喪
祭

の
と
き
、

棺
、

属
、
稗

の
制

に
用

い
ら
れ

て
い
る
。

第

三
欄

は

主
と

し

て
序
列

で
は

な
く

、

単
独

数

の
も

の

で
あ

る
。

こ
れ
は

『尚

書

』
に

み
る
数
値

に
近
似

で
あ

る
。

五
数
が
も

っ
と
も
多

い
こ
と

は
、

五
行

思
想

に

よ

っ
た
礼
形

式
が
考

え
ら

れ
よ
う

。

一79



『
礼
記
』
に
み
ら
れ
る
数
表
現
に
つ
い
て

総
計
の
示
す
と
こ
ろ
塒
件
中
、
五
数
は
39
件
を
み
る
。
七
数
が
20
件
、

三
数
は
10
件
、
六
数
は
18
件
、
四
と
九
、
十

二
数
は
各

8
件
、
八
と

一
数
が
各
6
件
、
二
数
は

1
件
で
あ
る
。

そ
し
て

『
尚
書
』
を
通
覧
し
て
み
て
も
、
少
な
い
七
数
が
、

こ
こ
で
目
だ

つ
数
に
な

っ
て
い
る
。
七
五

三
の
数
序
配
分
が
多
い
結
果

で
は
あ
る
が
、
前
述

の
よ
う
に
両

者

の
記
録
内
容
の
性
格
と
、
時
代
差
を
示
し
て
い
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
古
代
的
観
念
が
、
寓
意
の
象
徴
と
し
て
形
や
数
に
表
わ
さ
れ
る
過
程
で
、

『易
経
』
の
よ
う

に
、
組
織
的
に
整
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
象
数
も
数
序
と
し
て
表
わ
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
得
ら
れ
る
よ
う
な
、
度

(法
)
数
及
び
数
序
は
、

「
規
矩
」
法
の
規
画
に
と

っ
て
は
注
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
術
数
の
基
本
数
と
も
な
り
、
こ
れ
が
営
造
規

画

に
関
わ
る
と
き
、

い
わ
ゆ
る
形
法

(
漢
書
芸
文
志
)
の
具
体
的
法
式
に
当
る
の
で
あ
ろ
う
。

春
秋
か
ら
戦
国
時
代
に
か
け
て
、

い
わ
ゆ
る
子
学
時
代
で
は
、

宗
教
的
哲
学
的
な
思
想

の
も
と
と
に
、

い
ろ
い
ろ
な
法
術
が
あ

っ
て
、

術
数
の
法
が
用
い
ら
れ
て
い

る
。

『
漢
書
芸
文
志
』
に
は

「
数
術
者
、
皆
明
堂
義
和
史
卜
之
職
也
、
云
云
、
序
数
術
為
六
種
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
天
文
、
歴
譜
、
五
行
、
着
亀
、
雑
占
、
形
法
の
六

種
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
形
法
の
条
に
は

「
形
法
者
、
大
挙
九
州
之
勢
、
以
立
城
郭
室
舎
云
云
」
と
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
規
矩

(礼
規
)

の
術
に
関
し
て
注
目
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
語
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
い
わ
ゆ
る
陰
陽
五
行
家
た
ち
は
、
皆
術
数
を
推
し
ひ
ろ
げ
て
、
事

に
当
る
に
解
釈
し
、
予
測
し
た
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
時
世
に
彼

⑥

等
は
大
き
な
勢
力
を
の
ば
し
及
ぼ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
左
伝
』

「
僖
公
十
五
年
」
に
は
、
韓
簡
は

「
亀
象
也
笠
数
也
、
物
生
而
後
有
象
、
象
而
後
有
滋
、
滋
而
後
有
数
云
云
」

と
日
う
、
と
あ
る
。
ま
た

『
易
経
」

「
繋
辞

伝
」
に
は
、

「
八
卦
成
列
象
在
其
中
　
」
と
し
、

「
以
制
器
者
尚
其
象
」
と
、
そ
し
て

「
天

一
地
二
天

三
地
四
天
五
地
六
天
七
地
八
天
九
地
十
」
と
あ
げ
る
。

こ
こ
に
奇

と
陽

の
数
が
天
数
、
隅
と
陰
の
数
が
地
数
で
あ

っ
て
、
こ
れ
ら
が
寓
意
象
徴
の
基
礎
数
で
あ
る
こ
と
を
載

せ
て
い
る
。

ま
た
こ
こ
に
あ
げ
る
器
と
は
、
ふ

つ
う
着
卦
の
用
具
の
こ
と
で
あ
る
と
し
た
解
釈
が
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
は
数
の
象
徴
物
な
の
で
あ
る
。
そ
の
数
は
あ
ら
ゆ
る
器

(営

造
物
)

を
も
制
す
る
と
し
た
普
遍

の
意
味
も
あ
る
。

こ
う
し
た
数
に
よ

っ
た
象
徴
の
法
は
、
序
々
に
数
術
的
駆
使
の
規
矩

(礼
規
)
法
の
発
達
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

:1
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両
漢

の
経
学
時
代
に
な
る
と
、
識
緯
の
学
が
流
行
し
た
が
、

そ
こ
で
は
易
を
中
心
に
し
て
象
数
が
論
じ
ら
れ
た
.
し
か
し
い
わ
ゆ
る

「
象
数
之
学
」
が
大
成
し
た
の
は

⑦

宋
儒
に
よ

っ
て
で
あ
る
。

儒
学
も
四
科
時
代
か
ら
六
経
時
代
を
経

て
、
そ
の
発
展
に
と
も
な

っ
て
、
象
徴
的
な
数
序

の
用
い
方
も
複
雑
さ
が
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ダな へ

② ① 注
㌧

 

③⑥ ⑤ ④

 

⑦

津
田
左
右
吉

-
儒
教

の
研
究
其

一
、
第
五
篇

昭
和
二
五

・
三

岩
波
書
店

鄭
玄
注
、
芸
猶
才
也
十
二
月
各
有
分
、
猶
入
之
才
各
有
所
有
也
、
芸
或
爲
侃

象
と
形
に

つ
い
て
、
「尚
書

説
命
」
に
、
乃
審
厭
象
、
稗
以
形
勇
求
干
天
下
と
、
こ
れ
を

「伝
」
に
は
、
審
所
夢
之
人
刻
其
形
象
、
以
四
方
労
求
之
於
民
間
と
あ
り
、

「周
礼

天
官
」

に
は
、
六
官
之
属
三
百
六
十
、
象
天
地
四
時
日
月
星
辰
之
度
数
と
あ
る
。

「荘
子

知
北
遊
」
に
、
形
本
生
於
精
而
萬
物
以
形
相
生
と
、

「礼
記

楽
記
」
に
は
、
在
天
成
象
、
在
地
成

形
が
あ
る
。

「老
子

二
十
五
」
で
は
、
入
法
地
、
地
法
天
、
天
法
道
、
道
法
自
然
と
い
う
。

法
象
に
つ
い
て
、

「
孔
子
家
語

入
官
」
に
は
、
凡
法
象
在
内
、
故
法
不
遠
而
源
泉
不
喝
と
、

「漢
書

礼
楽
志
」
に
は
、
今
幸
有
前
聖
遺
制
之
威
儀
、
誠
可
法
象
而
補
備
之
、
経
紀
可

因
縁
而
存
著
也
と
あ
る
。

西
晋

一
郎

・
小
糸
夏
次
郎

・・礼
の
意
義
と
構
造

(小
糸
、
礼
の
構
造
)
昭
和

一
六

∴

一

畝
傍
書
房

『
左
伝
』

「哀
公
七
年
」
周
之
王
也
、
制
礼
上
物
不
過
十

二
、
以
爲
天
之
大
激
也

津
田
左
右
吉

・・前
掲
書
儒
教
の
礼
楽
説

に
、
前
漢
末
期
に
古
代
思
想
の
志
向
傾
向
強
く
、
災
異
説
陰
陽
説
天
文
占
星
の
術
発
達
、

太
史
令
テ
威
は
成
帝
の
と
き
の
校
書
に
数
術
の
書
を
担

任
し
た
、

(数
学
で
は
な
く
術
数
的
取
扱
い
と
あ
る
。
)

法
家
の
術
数
と
い
う
意
に
、
法
数
の
語
が
あ
る
が
、
「韓
非
子

有
度
」
に
、
先
王
以
三
者
為
不
足
、
故
舎
己
能
、
而
因
法
数
審
賞
罰

(三
者
は
思
慮

.
耳

.
目
)
。
「管
子

七
臣
七
主
」

に
は
、
則
法
数
日
衰
、
而
国
失
固

へ注
)
法
計
也
と
、

「荷
子

非
相
」
に
は
、
守
法
数
之
有
司
と
あ
る
。
も

っ
と
も

「荘
子

天
道
」
に
は
、
礼
法
度
数
形
名
比
詳
治
之
末
也
も
で
て

く
る
。

「漢
書

芸
文
志
考
」
に
は
、
陸
澄
日
、
易
自
商
盟
之
後
、
難
有
異
家
之
学
、
同
以
象
数
為
宗
と
あ
る
。

濤
友
蘭

:
中
国
哲
学
史
、
所
謂
象
数
之
学
、

一
九
六

一
・
九

香
港
大
平
洋
図
書
公
司

注
宗
姫
撰

-
儒
函
数
類
、
四
部
叢
刊
三
編
に
は
数
類
の
各
種
を
挙
げ
て
い
る
が
数
序
の
関
係
は
な

い
。
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